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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第22期

第１四半期連結
累計期間

第23期
第１四半期連結

累計期間
第22期

会計期間

自平成28年
　３月１日
至平成28年
　５月31日

自平成29年
　３月１日
至平成29年
　５月31日

自平成28年
　３月１日
至平成29年
　２月28日

売上高 （千円） 2,416,506 2,281,329 9,908,415

経常利益 （千円） 42,111 42,579 335,118

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社

株主に帰属する四半期（当期）純損失（△）
（千円） △141,262 13,964 △442,268

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △154,240 6,712 △441,171

純資産額 （千円） 691,499 411,281 404,568

総資産額 （千円） 4,012,406 3,076,696 2,995,649

１株当たり四半期純利益金額又は１株当た

り四半期（当期）純損失金額（△）
（円） △32.79 3.24 △102.67

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） - - -

自己資本比率 （％） 17.2 13.4 13.5

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

 

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

 

２【経営上の重要な契約等】

　（その他の関係会社である株式会社ダイヤモンドダイニングとの基本合意書締結）

　当社は、平成29年４月14日開催の取締役会において、以下のとおり、当社と株式会社ダイヤモンドダイニング

（コード番号：3073、東京証券取引所市場第一部、以下「当該会社」といいます。）との間で、平成29年４月14日

付で当該会社による当社の連結子会社化を目的とする「合意書」（以下、「本合意書」といいます。）を締結する

旨を決議いたしました。

　　現在、当社と当該会社は、締結した資本業務提携契約に基づき、両社の取引顧客やサービスの基盤拡大、ビジネス

ノウハウやリソースの共有による競争力強化、シナジー効果の早期実現に向け積極的に取り組んでおりますが、一方

で、当社の現状においては、平成29年２月期においても多額の減損損失計上により、２期連続の最終赤字となり、集

客力強化及びコスト削減等による既存店収益性の向上が課題となっております。このような状況の中、当社と当該会

社は、これまで以上の緊密な連携と意思決定の迅速化が必要との認識に至り、この度、平成29年４月14日に開催され

た当社取締役会において、当社と当該会社との間で、当該会社からの役員の受入れ等を含む更なる経営指導等のリ

レーション強化を目的とした本合意書を締結する旨を決議いたしました。

　この結果、本合意書の効力発生日である平成29年６月１日付で、実質支配力基準により当該会社は当社の親会社に

該当するものであります。

 

EDINET提出書類

株式会社ゼットン(E03486)

四半期報告書

 3/18



３【財政状態及び経営成績の状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

（１）業績の状況

　売上高につきましては、前期に不採算店舗の閉鎖、並びに当期首において４店舗の退店を行い減収となりまし

た。なお、既存店舗につきましては、前期対比では99.8％にて推移しております。

　営業利益につきましても、前期に不採算店舗の減損並びに閉鎖を行ったことによる増益効果があったものの、当

期４店舗の退店により若干の減益となりましたが、計画対比で順調に推移しております。

　これらの結果、当第１四半期連結累計期間（平成29年３月１日～平成29年５月31日）の連結業績は、売上高

2,281百万円（前年同期比5.6％減）、営業利益43百万円（同6.1％減）、経常利益42百万円（同1.1％増）、親会社

株主に帰属する四半期純利益13百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失141百万円）となりまし

た。

　また、店舗数については、当期間においてアロハテーブル事業にて１店舗の新規出店、ダイニング事業にて３店

舗、アロハテーブル事業にて３店舗の閉店を行ったことにより、当第１四半期末の店舗数は、直営店64店舗（国内

61店舗（ビアガーデン10店舗含む）、海外３店舗）、ＦＣ店８店舗の合計72店舗となっております。

 

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ81百万円増加の3,076百万円となりました。

これは主に、現金及び預金が138百万円減少したものの、売掛金が165百万円、有形固定資産が14百万円とそれぞれ

増加したこと等によるものであります。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ74百万円増加の2,665百万円となりました。これは主に、有利子負債が115

百万円減少したものの、買掛金が116百万円、未払金が51百万円、未払費用が35百万円増加したこと等によるもの

であります。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ6百万円増加の411百万円となりました。これは主に、資本剰余金が301

百万円減少したものの、利益剰余金が315百万円増加したこと等によるものであります。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　該当事項はありません。

 

（４）研究開発活動

　　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 15,390,000

計 15,390,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成29年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年７月14日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 4,307,900 4,315,900
名古屋証券取引所

（セントレックス）

単元株式数

100株

計 4,307,900 4,315,900 － －

　（注）平成29年５月25日開催の第22回定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として、平成29年７月７日付で

新株式を8,000株発行いたしました。

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

 

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

 平成29年５月26日

（注）
－ 4,307,900 － 379,605 △301,808 －

　（注）平成29年５月25日開催の第22回定時株主総会決議に基づき、資本準備金301,808千円を減少し、欠損補填を

行っております。

 

 

（６）【大株主の状況】

    　 　　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成29年２月28日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成29年５月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 　普通株式　　　 100 ― ―

完全議決権株式（その他） 　普通株式 4,307,500 43,075 ―

単元未満株式 　普通株式　　　 300 ― ―

発行済株式総数 4,307,900 ― ―

総株主の議決権 ― 43,075 ―

　　　　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株40株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29年５月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

（自己保有株式）

株式会社ゼットン

名古屋市中区栄

三丁目12番23号
100  ― 100 0.0

計 　― 100  ― 100 0.0

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】
 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年３月１日から平

成29年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年３月１日から平成29年５月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、監査法人コスモスによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年２月28日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年５月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 687,637 549,498

売掛金 130,405 296,057

商品 1,277 1,452

原材料及び貯蔵品 77,307 88,750

未収還付法人税等 4,435 12,660

前払費用 75,453 85,059

繰延税金資産 63,965 63,062

その他 44,137 65,699

貸倒引当金 △1,139 △1,365

流動資産合計 1,083,481 1,160,873

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,957,113 2,899,355

減価償却累計額 △1,396,245 △1,370,810

減損損失累計額 △757,992 △728,511

建物及び構築物（純額） 802,875 800,033

工具、器具及び備品 807,341 784,352

減価償却累計額 △659,183 △631,622

減損損失累計額 △43,858 △42,416

工具、器具及び備品（純額） 104,299 110,313

リース資産 281,376 252,785

減価償却累計額 △180,116 △160,011

減損損失累計額 △54,270 △54,172

リース資産（純額） 46,989 38,601

建設仮勘定 151,735 171,066

その他 5,783 5,783

減価償却累計額 △5,783 △5,783

減損損失累計額 △0 △0

その他（純額） 0 0

有形固定資産合計 1,105,899 1,120,015

無形固定資産 17,016 15,064

投資その他の資産   

投資有価証券 0 0

出資金 1,000 1,000

長期前払費用 11,654 10,775

差入保証金 406,751 395,000

繰延税金資産 369,845 373,966

投資その他の資産合計 789,251 780,743

固定資産合計 1,912,167 1,915,823

資産合計 2,995,649 3,076,696
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年２月28日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年５月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 394,256 510,729

1年内返済予定の長期借入金 394,352 383,356

リース債務 37,613 36,346

未払金 200,662 252,239

未払費用 228,031 263,205

未払法人税等 4,882 13,837

未払消費税等 111,687 60,402

株主優待引当金 - 7,354

前受金 110,075 131,210

その他 25,174 23,213

流動負債合計 1,506,735 1,681,893

固定負債   

長期借入金 886,205 791,897

リース債務 73,658 64,610

資産除去債務 92,888 97,023

繰延税金負債 17,043 15,440

その他 14,550 14,550

固定負債合計 1,084,345 983,521

負債合計 2,591,080 2,665,415

純資産の部   

株主資本   

資本金 379,605 379,605

資本剰余金 301,808 -

利益剰余金 △277,172 38,600

自己株式 △130 △130

株主資本合計 404,110 418,075

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 458 △6,794

その他の包括利益累計額合計 458 △6,794

純資産合計 404,568 411,281

負債純資産合計 2,995,649 3,076,696

 

EDINET提出書類

株式会社ゼットン(E03486)

四半期報告書

 9/18



（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年３月１日
　至　平成29年５月31日)

売上高 2,416,506 2,281,329

売上原価 694,327 632,618

売上総利益 1,722,179 1,648,710

販売費及び一般管理費 1,675,530 1,604,922

営業利益 46,648 43,788

営業外収益   

受取利息 4 1

協賛金収入 - 1,680

その他 5,421 4,126

営業外収益合計 5,426 5,808

営業外費用   

支払利息 3,912 2,511

為替差損 5,457 4,175

その他 593 330

営業外費用合計 9,963 7,017

経常利益 42,111 42,579

特別利益   

固定資産売却益 - 1,070

保険解約返戻金 - 318

特別利益合計 - 1,388

特別損失   

固定資産売却損 1,803 -

減損損失 236,096 -

固定資産除却損 27 8,500

店舗閉鎖損失 2,585 12,089

その他 - 1,508

特別損失合計 240,512 22,098

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△198,401 21,869

法人税、住民税及び事業税 8,169 12,725

法人税等調整額 △65,308 △4,820

法人税等合計 △57,139 7,904

四半期純利益又は四半期純損失（△） △141,262 13,964

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△141,262 13,964
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年３月１日
　至　平成29年５月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △141,262 13,964

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △12,978 △7,252

その他の包括利益合計 △12,978 △7,252

四半期包括利益 △154,240 6,712

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △154,240 6,712

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

　 （協賛金収入の計上区分の変更）

仕入先からの製品販売協力金等について、従来は営業外収益の協賛金収入として処理しておりましたが、平成

29年６月１日に株式会社ダイヤモンドダイニングの連結子会社になったことに伴い、親会社と同一の会計方針を

採用することにより、グループ全体として統一した店舗の利益管理及び予算管理を行うことを目的として、当第

１四半期連結会計期間より、仕入控除項目として売上原価に含めて処理する方法に変更しております。当該会計

方針の変更は遡及適用され、前第１四半期連結累計期間については遡及適用後の四半期連結財務諸表となってお

ります。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第１四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益が32,081千円増

加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に影響はありません。

 

 

（表示方法の変更）

 　（連結貸借対照表）

前連結会計年度まで「有形固定資産」の「建物及び構築物（純額）」、「工具、器具及び備品（純額）」、

「リース資産（純額）」、「その他（純額）」においては、資産科目に対する控除科目である「減価償却累計

額」及び「減損損失累計額」を資産から直接控除して表示する形式（直接控除形式）にて掲記しておりました

が、平成29年６月１日に株式会社ダイヤモンドダイニングの連結子会社になったことに伴い、親会社との表示方

法の統一を目的として、当第１四半期連結会計期間より「減価償却累計額」及び「減損損失累計額」を独立掲記

して表示する形式（独立間接控除形式）に変更することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前

連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「有形固定資産」の「建物及び構築物（純額）」に表

示していた802,875千円、「工具、器具及び備品（純額）」に表示していた104,299千円、「リース資産（純

額）」に表示していた46,989千円、「その他（純額）」に表示していた０千円は、「建物及び構築物」

2,957,113千円、「減価償却累計額」△1,396,245千円及び「減損損失累計額」△757,992千円、「工具、器具及

び備品」807,341千円、「減価償却累計額」△659,183千円及び「減損損失累計額」△43,858千円、「リース資

産」281,376千円、「減価償却累計額」△180,116千円及び「減損損失累計額」△54,270千円、「その他」5,783

千円、「減価償却累計額」△5,783千円及び「減損損失累計額」△０千円として組み替えております。
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（追加情報）

 　（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。

 

 　（株主優待引当金）

制度導入後一定期間が経過し適切なデータの蓄積により、将来利用されると見込まれる金額を合理的に見積る

ことが可能となったことに加え、株主優待制度の重要性が増したことを受けて、当第１四半期連結会計期間より

株主優待引当金を計上しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間末の連結貸借対照表における株主優待引当金は7,354千円となってお

り、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は次の

とおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　平成28年３月１日

　　至　平成28年５月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成29年３月１日

　　至　平成29年５月31日）

減価償却費 81,850千円 39,361千円

のれんの償却費 1,359 1,326

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成28年３月１日　至平成28年５月31日）

１．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月30日

定時株主総会
普通株式 21,538 5 平成28年２月29日 平成28年５月31日 利益剰余金

 

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　株主資本の金額は、前連結会計年度末と比較して著しい変動はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成29年３月１日　至平成29年５月31日）

１．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　該当事項はありません。

 

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成29年４月13日開催の取締役会において平成29年５月25日開催の第22回定時株主総会に、資本

準備金の額の減少及び剰余金の処分について、以下の内容について付議することを決議し、同株主総会にて

承認可決されております。なお、本件は、「純資産の部」の振替処分であり、当社グループの純資産合計に

変動はありません。

 

　１．資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

　　繰越利益剰余金の欠損の填補と財務体質の健全化及び早期の配当の回復を実現することを目的として、

　資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行うものであります。

　２．資本準備金の額の減少の要領

　　会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるもの

　であります。

　　(1）減少する準備金の項目及びその額

　　　資本準備金        301,808,258円

　　(2）増加する剰余金の項目及びその額

　　　その他資本剰余金  301,808,258円

　３．剰余金の処分の要領

　　会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の全額を減少させ、繰越利益剰余金に振り替えるもの

　であります。

　　(1）減少する剰余金の項目及びその額

　　　その他資本剰余金  301,808,258円

　　(2）増加する剰余金の項目及びその額

　　　繰越利益剰余金    301,808,258円

　上記の結果、当第１四半期連結会計期間において資本剰余金が301,808千円減少し、利益剰余金が

301,808千円増加しております。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成28年３月１日　至平成28年５月31日）

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成29年３月１日　至平成29年５月31日）

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成28年３月１日
至　平成28年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年３月１日
至　平成29年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額（△）
△32円79銭 3円24銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親

会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）

△141,262 13,964

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損

失金額(△)（千円）

△141,262 13,964

普通株式の期中平均株式数（株） 4,307,760 4,307,760

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行

　当社は、平成29年６月16日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行を行うことについて決議

し、平成29年７月７日に払込が完了いたしました。

　　発行の目的及び理由

　当社は、平成29年４月14日開催の当社取締役会において、当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主

の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社

の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入することを決議

し、また、平成29年５月25日開催の当社第22回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式に関す

る報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役について年額30,000千円以内（うち社外取締役5,000千

円以内）として設定すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として１年間から３年間までの間で当社取締役

会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。

 

 

(1) 払込期日 平成29年７月７日

(2) 発行する株式の種類及び数 当社普通株式8,000株

(3) 発行価額 １株につき853円

(4) 発行総額 6,824,000円

(5) 資本組入額 1株につき426.5円

(6) 資本組入額の総額 6,824,000円

(7) 募集又は割当方法 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法による。

(8) 出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による。

(9) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当て

　　る株式の数

当社の取締役　　　５名　8,000株

(うち社外取締役 　１名　500株)

※代表取締役社長を除く。

(10)譲渡制限期間 平成29年７月７日から平成32年７月７日

(11)その他
本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通

知書を提出しております。
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２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年７月14日

株式会社ゼットン

取締役会　御中

 

監査法人コスモス

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 新開　智之　　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 小室　豊和　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゼット

ンの平成29年３月１日から平成30年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成29年３月１日から平成

29年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年３月１日から平成29年５月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ゼットン及び連結子会社の平成29年５月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

強調事項

　会計方針の変更に記載されているとおり、会社は営業外収益に計上していた協賛金収入を売上原価の控除項目とする方

法に変更している。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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